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令和７年度｢東京都環境影響評価審議会｣第一部会（第８回） 

日時：令和８年１月 23日（金）午後１時 30分～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

１ 環境影響評価書案に係る総括審議 

（仮称）府中朝日町商業施設計画 

世田谷清掃工場建替事業 

 

 

【審議資料】 

資料１－１ 「（仮称）府中朝日町商業施設計画」環境影響評価書案 

部会審議質疑応答 

資料１－２ 「（仮称）府中朝日町商業施設計画」に係る環境影響評価書案

について（案） 

資料２－１ 「世田谷清掃工場建替事業」環境影響評価書案 

部会審議質疑応答 

資料２－２ 「世田谷清掃工場建替事業」に係る環境影響評価書案 

について（案） 
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＜出席者＞ 

会長    片谷委員 

第一部会長 山下委員 

飯泉委員 

尾崎委員 

玄委員 

高橋委員 

水本委員 

山口委員 

横田委員 

      （９名） 

 

白石政策調整担当部長 

藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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「（仮称）府中朝日町商業施設計画」環境影響評価書案 部会審議質疑応答 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

１ 

関連車両の走行に伴う騒音の評

価結果について、201ページの下の

表が休日・夜間で、地点３の予測結

果が評価の指標を超えてしまうと

いうことだが、これに関しては現

況とほぼ同じ 57dB となっている

ので、この施設による影響はほぼ

ないと思う。 

ただ、超えていることには違い

はないので、何がしかの対策を検

討してもらえればと思う。 

（コメント） 

 

 

  

上の表は休日・昼間の予測結果

で、地点３のスタジアム通りは

62dB と評価の指標 60dB を明らか

に超えている。現況の調査結果は

60dBで評価の指標ギリギリだった

ものが、この施設ができることで

２dB程度上がっている。 

周辺の地点２、４でも２～３dB

ほど上昇しており、来客の車が周

辺に集中することで、全体的に、こ

の周辺の道路交通騒音が上昇して

しまっている状況になると思う。 

これに関しては評価の指標が上

回っていることも含めて、何らか

の対策が必要だと思うが、現状で

考えていることがあれば教えてく

ださい。 

 

 

事業者側で対策が打てる内容と

しては、荷捌車両で小型車より大型

車のほうが影響が大きいので、車両

のその時間帯などのルートを検討

し直すといったものは今考えてい

る。 

来客車両については、周辺の道路

なので、場内であれば、例えば、ア

イドリングストップや、徐行運転を

促すことなどがあるかと思う。あと

は公共交通機関をできるだけ利用

してもらうといったもの、どう示し

ていくかはこれからの検討事項だ

が、そういったものを考えている。 

10/20 

部会に

て回答 

 

総括審

議事項

へ 

 

 

 
 
 
 

資料１-１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

事業区域の北側の人見街道が、

割と細い道路だったと思うので、

車が集中してしまうと、渋滞が起

こる危険性があると思う。 

もし渋滞が起こったとすると、

アイドリング時のことなども予測

し、それも密に重なってくる可能

性があるので、検討するときには、

そうした渋滞の可能性も含めて検

討してもらえればと思う。 

この地点１と地点４のあるとこ

ろが人見街道だが、ここが細い道

路なので、その渋滞の影響がある

ことも考慮した上で検討をしても

らえればと思う。 

 

 

交通については、警視庁と協議な

どを適宜進めている。そういった中

で渋滞の話もできるかと思うので、

適切に検討して、よりよいものにな

るようにしていきたい。 

10/20 

部会に

て回答 

水
循
環 

１ 

雨水の浸透については周りの植

栽が中心で、雨水浸透貯留施設は、

主に貯留をする施設のような話

だったと思うが、この雨水浸透貯

留施設はタンクが満タンになった

ときは水を浸透させるものなの

か、それとも下水にそのまま流す

ものなの。 

 

 

浸透させるものになる。 

 

10/20 

部会に

て回答 

２ 
表 8.3-9 や表 8.3-10 のところ

で、貯留部分も浸透能力に計上さ

れているような気がする。浸透と

貯留は分けて表記するか、対策量

としてまとめて表記するか。浸透

と貯留を分けて表記するほうがい

いと思う。 

（コメント） 

 

 

確かに、浸透能力とは違うので、

書き方は考えてみる。 

 

10/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

日
影 

１ 

243 ページの図のピンクと黄色

の点線は、２時間・３時間の日影規

制線ではなく、敷地境界から５ｍ

と 10ｍ離れた線だと思うので、こ

の凡例表記を変えるように。 

 

図の緑色で塗られている日影規

制は３ｈ－２ｈと書いてあり正し

いが、ピンク色は５ｈ－３ｈと

なっており、２時間・３時間規制線

とは関係はない。 

本来の表記は、敷地境界から５

ｍ離れている線、つまり緑色の点

線から５ｍ離れている線、10ｍ離

れている線でそれぞれ色分けで

塗ってあるところが土地利用にな

り、土地利用ごとに日影時間が何

時間超えるとダメだというのが決

まっているので、ここで書いてあ

ることはこれが曖昧であると思

う。 

 

 

 前回の審議（諮問時）のときにも

指摘をもらっているので、ここは評

価書のほうで直す形にする。 

10/20 

部会に

て回答 

２ 

243ページの図の右側で、一番外

側の点線が敷地境界、緑色の点線

から 10ｍ離れている線。ピンクの

実線は２時間を超えるとダメとい

う日影規制線で、ちょうど点線と

実線が重なるところがある。ここ

の背景をみると建物が重なってい

るところがある。おそらくここは

日影時間が２時間を超えている領

域になるので、建物所有者との話

し合いが必要だと思う。こちらに

ついては検討を行ったか。 

231 ページの図の調査地点は

しっかり考えて選んだと思うが、

指摘した建物も含まれているか？ 

既に話し合い済みなら問題ない

が、漏れている場合は対応するよ

うに。事前に何か話し合うほうが

よいと思う。 

 

 

東側の線がかかっている建物だ

が、ここは今集合住宅になってい

る。東側は選定していなかったの

で、今後オーナーと協議になるかと

は思う。 

10/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

電
波
障
害 

１ 

263ページの図の確認だが、スカ

イツリーの電波は、今回建物の高

さは 25ｍで、その隠れている地域

というのは少し電波が散乱され

て、画質としてはいいが、電波が遅

れたりといったものがあると思

う。そういった点はどうか。 

 

電波障害について、その後ろの方

の電波が遅れることや、それがさら

に広がる可能性があるのかどうか

というのは確認する。 

 

 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 【補足説明】 

 電波障害の調査を行っている会

社に確認したところ、反射波の発生

はあると思うが、アナログ時代は反

射波が映像評価に反映して画質劣

化の一因となっていたが、デジタル

電波はその性質上、反射波に対して

耐性が非常に強いので画質劣化ま

でには至らないのが通説だ、関東近

県で何件か調査をしているが、反射

障害で受信不能となった例はない、

とのことだった。 

 ただし、事例としては無いという

形なので、評価書案でも示している

ように、工事中及び供用後に問い合

わせ窓口を設けて適切に対応して

いきたい。 

 

 

11/18

部会に

て回答 

景
観 １ 

緑地を周辺に 6,600 ㎡とり、連

続的で非常に緑地につながりがで

きる空間になっていると思うが、

駐車場の出入りが３辺にあること

で、高木の植え方によっては視認

性を阻害しかねない可能性がある

と思うので、高木をどういったと

ころに配置するかなど、検討を具

体化されることを期待する。 

その時に、北側に提供公園や駐

輪場があり、まとまった緑地が作

られるので、そういったところで

環境としての高木を配置したほう

が周辺の緑地との、生態系に対す

る配慮になるかと思う。 

それで、歩道の幅員が少し狭い

ので、歩行者との兼ね合いに気を

付けて、境界部分の高木に関して

検討してもらえればと思う。 

 

高木の話については、ここの周囲

の道路、スタジアム通り沿いは、結

構高木が、桜並木があり、今回敷地

内のどこに高木を置くかはまだ決

まっていないが、委員の指摘のとお

り、視認性や交通安全に気をつけな

がら配置を決定していきたいと考

えている。 

あと、歩行者の動線についても当

然配慮する。 

10/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

１ 

 

工事計画の図面のところに地下

の情報というのが載っていないと

思う。埋蔵文化財の包蔵地である

が、地下がどの程度開発されるの

かということも協議の対象で、本

格調査をどの程度するかというよ

うな協議があるかと思うだが、懸

念があるので、地下の掘削の範囲

を少し詳しく説明してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回地下については、府中市教育

委員会から、地下のどの辺りの範囲

を掘るのか、それが埋蔵文化財調査

の範囲に大きく影響するので、調整

を行った上で実施している。 

ボーリング調査の結果、およそ４

～５ｍぐらいに立川礫層という固

い支持地盤があり、今回はその支持

地盤から上の土を地盤改良すると

いう工法を考えており、その範囲に

ある埋蔵文化財は全て調査対象で

あると、教育委員会からは案内され

ている。 

なので、建物の基礎の形というよ

りは、建物の平面の形でその下を掘

ることで話をしている。 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の方で、私の先日の質問

によく対応してもらえ、また、それ

とともに教育委員会の方との連携

もすでに図られているようなの

で、引き続きこのままの対応をお

願いしたい。 

 

【補足説明】 

 地下掘削範囲は、地盤改良の深さ

４ｍや立川礫層までの深さ、及びそ

れに伴う埋蔵文化財の調査範囲を

図面に追加した形で評価書に記載

したい。 

 

 

11/18 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

２ 

結果的に本格調査に対応するこ

とになったというが、今出ている

文字情報と図面の情報からは、私

が今聞いた範囲以外には一般の方

に見えてこないので、そのあたり

をデータとして残すようにしても

らえないか。 

 地下の掘削の情報がほぼ載って

いない図面が出ている中で、本格

調査、府中市教育委員会という文

言が出たので、府中市と協議の上

で進めているというのは行間を読

み取れば分かるが、記録としては

残らないと思う。 

記録を残してもらうことをお願

いする。 

 

 

示し方については、東京都と確認

していきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

３ 

いつも指摘しているが、大規模

開発に伴っては、やはり事前に試

掘調査を入れて、本格調査が必要

であればこうやって事前に調査し

ていったほうが、急に工事途中で

遺跡が発見されて一旦工事がス

トップして、という事態は起こり

得ないので、ある程度いい方向か

と思う。 

 その経緯については、先ほどの

地図、図面とともに、少し丁寧にそ

のあたりのことを、教育委員会と

相談してこのような進捗があった

ということは記録として残してお

かないといけない。 

ある種のアセス逃れと取られか

ねない部分もあると思うので、そ

う取られないように丁寧に経緯と

内容については記録してもらい、

アセス図書でその辺の情報が分

かったほうがよいと考える。 

評価書では、この前言われたよう

な地下掘削の範囲とか、そういった

ものは図面として追加しようと

思っている。 

 今までの流れ、イトーヨーカドー

が試掘して、その後、当事業でも

やっているという形になるので、そ

の辺は、東京都とも相談しながらど

こで示すか、まとめて最後に事後調

査報告書で示すか、そういったとこ

ろはまた検討させてもらいたい。 

12/18 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

１ 

歩行者類交通量だが、今回、自転

車と歩行者を分けていないので、

可能であれば自転車と歩行者を分

けてもらえれば分析しやすい。 

北側と東側に結構大きな駐輪場

ができるので、現状、南方の角の、

②朝日フットボールパーク北の交

差点の辺りは、自転車交通が増え

たりしないか、③多磨駅入口交差

点のところは、夕方は歩行者量が

多いのでどういった変化が見られ

るかというのも、周辺の自動車の

出入りとの兼ね合いがあると思う

ので、歩行者と自転車を分けても

らえればいいと思う。 

 

 

自然との触れ合い活動の場の調

査結果、歩行者類交通量についてで

すが、これは歩行者と自転車に分け

てカウントしているので、これも評

価書で示すような形で、東京都と協

議して決めたいと思う。 

10/20 

部会に

て回答 

 

温
室
効
果
ガ
ス 

１ 

コジェネ以外にＰＶ（太陽光発

電）の設置ということも考えてい

るとのことだが、こちらは屋上設

置と考えていいか。 

建物高さが 25ｍで、周辺の建物

は 20ｍ以下ぐらいかと思うのだ

が、等高線がよく分からなかった

ので、周辺影響がないか状況を教

えてください。 

 

 

 

太陽光の件については、指摘のと

おり、屋上に設置する予定で検討し

ている。 

概ね周辺は高い建物がないが、西

側がこちらの施設より少し高い集

合住宅が存在するエリアになるの

で、そちらに対しての太陽光による

反射など、そのあたりについては配

置計画などに気をつけてやってい

きたいと思う。 

 

 

10/20 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

２ 

営業時間に絡むことだが、ア

ミューズメントは深夜１時までと

いうことで、時間が長くなればそ

れだけエネルギー消費量が増大す

るというのが普通に考えられるこ

となので、運用上はゾーン分けを

したり、そういうことを考慮する

のではないかと思う。 

営業時間がまだ予定という形に

なので、今後検討するのであれば、

エネルギー消費予測としては、そ

の営業時間が変わることでどのく

らい差が出てくるかということ

も、提示する予定があるか教えて

ください。 

 

 営業時間についても、指摘のとお

りまだ未定な部分なので、今後環境

などとの兼ね合いも含めながら検

討していきたいと思う。 

 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

 アミューズメントの営業時間が

長くなることで、エネルギー消費量

の変化が予測できるかということ

については、現状で最長の時間で予

測しているのでこれ以上増えると

いうことはないが、具体的な時間が

決まったら内容を報告したいと考

えている。 

 

11/18 

部会に

て回答 

３ 
営業時間等の具体的な時間が決

まったらということだったが、こ

れは、今は回答に変更はないとい

うことでよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーのことだけでなく、

周辺の環境のことも含めて営業時

間というのは影響があるのではな

いかと思うので、事後報告でとい

うことだったので、ぜひお願いし

たい。 

 

営業時間が具体的にどの店舗が

どうだといったことや、どんな店舗

が入るかなどといったことは、まだ

検討中で、今答えられる範囲として

は、評価書案で示した一番長い時間

帯での評価結果を示したところで

す。 

 評価書でそこまで出るかという

ことについては、ちょっと難しいと

思うので、その場合は事後調査報告

で実際どうだったか、低減策も含め

て示したいと考えている。 

12/18 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
交
通
） 

１ 

人見街道についてだが、１・１の

車線だと思うが、確か踏切もあっ

たように記憶している。 

多磨霊園の辺りで車を使うと

き、踏切の辺りは、工事車両がある

と踏切が開かなかったりといった

交通渋滞が発生すると思うので、

その点は、検討してほしい。 

 

 

 

 

 

人見街道の西側、多摩駅の線路に

かかるところだが、今回、来客の商

圏を設定してどこら辺から来るか

といったものを検討しているが、基

本的にはこのエリアからは大きく

回すような形になっていて、この人

見街道の西側のエリアはあまり通

らないような形で協議はしている。 

事業者側としてもそこは気になっ

ているので検討する。 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

２ 

あの地域の道路事情を考える

と、商業施設の事業者が、例えば道

路を拡幅するなどの対策を短い期

間で実施できるような話でもない

ため、アイドリングストップや徐

行、公共交通機関といった二次的

な対策を挙げたのだと理解してい

る。 

ただ、やはり交通事情、道路事情

のあまりよくない地域であるとい

う事実が消えるわけでもないの

で、無理なお願いかもしれないが、

少しでもよくなる方法があれば検

討してみようというような姿勢で

取り組んでもらえるとよいかと思

う。検討した結果、十分な対策がほ

とんど不可能であったというよう

な回答になるのかもしれないが、

とにかく検討はして欲しいという

お願いはしておきたい。 

 

 

交通の話だが、今警視庁と協議も

していて、大きい国道 20号線とか、

そういったところの、例えば右折

レーンの確保だとか、そういったア

セス書には出ていないものは、いま

検討しており、より交通の流れに対

しても渋滞しないような形を検討

している。 

 そういった結果は、事後調査の

報告書で、広域でこういうことをし

たとか、この事業でこういったこと

を確保したとか、そういったものを

言えれば、周辺の皆様へのアピール

にもなるので、適宜やっていきたい

と思う。 

12/18 

部会に

て回答 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

１ 

太陽光発電の設置という、コ

ジェネ以外にＰＶを設置するとい

うことだが、日影に対して反射と

か、景観という意味を含めて、周り

の影響も大丈夫かという確認をし

たい。 

 

 

 

周辺に結構中高層のマンション

とかもあり、西側が主にそうなって

いるが、そこに反射光が行かないよ

うな形の設定などといったものを

現在協議中で、そういう懸念がない

ような配置にしたいと考えている。 

12/18 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

２ 

本事業は、大規模商業施設の建

設ということで、都民の意見など

からも営業時間や交通渋滞、騒音・

振動などについて、周辺住民の

方々からの関心が非常に高いこと

がうかがわれる案件だ。 

このアセスメントの手続以外で

の、例えば、住民説明の機会やその

スケジュールなどについては、今

後どのように計画しているのか。 

 

 

近隣の住民の方への説明に関し

ては、各条例によっていろいろな近

隣説明会が義務づけられている。 

今年に関しては、アセスメントに

関する説明会を６月に２日間行っ

て、中でもやはり交通とか、そうい

う話は出ていた。 

 11月初旬には、府中市のまちづく

り条例に基づく開発説明会という

ことで、広域に影響があるというよ

りは、近くに影響があるので、説明

会範囲自体もそんなに広くないが

行った。 

 今後のことについてだが、次は中

高層紛争防止条例に基づいて、おそ

らく来年のうちにまた説明会が行

われ、その後は大店立地法に基づく

説明会で、これが開業の10か月ぐら

い前に行われるということで、少な

くともあと２回は説明会が確実に

ある。 

 あとは必要に応じて住民の方と

コミュニケーションを取るために

開催するかどうかというところは

様子を見ながらと思っている。 

最初にやった説明会は土地利用

構想の届出ということで、府中市の

条例に基づくものだが、400名ぐら

い参加がありちょっと慌てたが、だ

んだん皆さん、商業施設ができるん

だという話と、道路の話を心配して

いるというのは言い終わったとい

うところで、若干説明会の人気は下

がっているが、引き続き地元の方と

コミュニケーションを取りながら

事業を進めていきたいと思う。 

 

 

12/18 

部会に

て回答 
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「（仮称）府中朝日町商業施設計画」に係る環境影響評価書案について

（案） 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、令和７年６月 30日に「（仮称）府中朝日町商業施設計画」環境影響

評価書案（以下「評価書案」という。）について諮問されて以降、部会における質疑

及び審議を重ね、都民及び事業段階関係市長の意見等を勘案して、その内容につい

て検討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評

価技術指針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいも

のとなるよう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【騒音・振動】 

計画地周辺の道路交通騒音は、現況において休日・夜間の環境基準を上回る地

点があり、また、関連車両の走行により交通量が増加することで休日・昼間の環

境基準を上回る地点が生じることから、環境保全のための措置を徹底し、騒音の

低減に努めること。 

 

  

資料１-２ 
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付 表  

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 令和 ７年 6 月 30 日 評価書案について諮問 

審議会 令和 ７年 8 月 25 日 現地視察 

部 会 令和 ７年 10 月 20 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ７年 11 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 7年 12 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 8年 1 月 23 日 総括審議 

審議会 令和 8年 1 月   答申（予定） 

※都民の意見を聴く会は、都民からの公述の申し出がなかったため、開催されなかった。 
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「世田谷清掃工場建替事業」環境影響評価書案 部会審議質疑応答 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

評価書案 190 ページの水銀の値

は、排ガス中のばいじんに含まれ

る水銀の濃度を示しているのか。 

 

 

 

四季の調査結果は事業者独自に

計測したものか。また、測定はどの

ような方法を用いたのか。 

 

 

現施設の煙突排ガスの寄与分は

どのように含まれると考えるの

か。 

 

 

 

 

 

 その様な考えから、結果的に安

全率が高いと理解できるようなと

ころが分かるように書いていただ

きたい。 

 

煙突排ガスの寄与濃度にバックグ

ラウンド濃度を足した予測結果と

なっている。現状の環境濃度につい

ては 100ページに四季の調査結果を

掲載している。 

 

 現地調査で測定した結果である。

測定方法については 78 ページに掲

載している。 

 

 

 現況濃度に含まれるという考え

になる。そのため、現施設の寄与も

含んだバックグラウンド濃度に煙

突排ガスの寄与分を足し合わせる

ため、安全側での予測となってい

る。 

 

 

 評価書の段階で示していきたい。 

４/14 

部会に

て回答 

２ 

ダイオキシンの現地調査結果に

ついて、各季節で 1 個の測定値と

いうことか。 

 

他の汚染物質も含めて、現状と

建て替え後の排出濃度の比較があ

れば、排ガス諸元の変化が分かり

やすいと思うが、記載はあるか。 

各季節で1個の測定値である。 

 

 

 

 予測諸元については、おそらく現

状稼働している排ガス濃度より高

い数値になると思わる。測定では、

自主規制値より低い値となること

が通例のため、単純に比較すると現

施設より悪くなるという誤解を生

むことも考えられるため、それを確

認の上、次回回答する。  

４/14 

部会に

て回答 

 

資料２-１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

２(

続
き) 

 

 

 

 

  

【補足説明】 

現工場と新工場の排出ガス想定

排出濃度を示す。 

想定排出濃度は操業時の自己規

制値であるが、評価書案で排出濃度

として設定している。 

実測値は自己規制値に比べ全て

低い値となっており、環境に与える

負荷は低く抑えられていると考え

ている。 

(資料参照) 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

３ 

焼却能力が 2 倍になっても排出

濃度はこれまでどおりだとなって

いるが、能力が 2 倍になると排出

総量も 2倍になっていくのか。 

 

 

 

ごみ量が 2倍になるので、排ガス

量も増えるが、通常稼働時は、示し

ている排出濃度よりかなり低い排

出濃度で運転している。今回示して

いる排出濃度は、操業時の最大値と

して書いており、最大値となった場

合で評価している。 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

４ 

煙突について、再使用のため高

さ 100mは変わらないが、高くする

ことが排気の対策になる気がする

が、100mのままとする理由を伺い

たい。 

 

 

風洞実験等により問題がないこ

とを確認している。 

10/20 

部会に

て回答 

５ 

本事業は既存の清掃工場の建て

替えであり、今までの稼働におい

て、例えばガスの漏洩事故等の経

緯から、「都民の意見を聴く会」で

も多くの懸念が示されている。 

粉じん対策、あるいはダイオキ

シン類等の流出など、敷地外への

環境曝露が発生しないように、十

分な配慮をいただきたい。 

(コメント) 

 

 

 

 

 

 

 

11/18 

部会 

 

総括審

議事項

へ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

１ 

 躯体プラント工事の騒音が、敷

地境界西側地点で最大 80 ㏈と勧

告基準と同値であり、何らかの対

策の必要があるのではないかと思

うが、現時点での考えを伺いたい。 

 

 対策をとることで、予測してい

る 80 ㏈よりもう少し下げられる

可能性があると考えてよいか。 

 

 勧告基準を満足していることに

変わりはないが、できるだけ小さ

くする努力はしていただきたい。 

（コメント） 

 工事期間中、低騒音型の建設機械

の採用や防音パネル等を採用する

ことで、低減に努めていきたい。 

 

 

 

 工事業者はまだ決まっていない

が、技術提案を出させ、低減できる

案があるか判断していきたい。 

 

 

４/14 

部会に

て回答 

２ 

関連車両の走行に伴う騒音につ

いて、②の地点で工事車両及び収

集車両の走行により、現況の 62㏈

から 64㏈となる。②の地点は住宅

街に入った場所で、２㏈の上昇で

あっても影響が大きく出る可能性

もある。別ルートを考えたり、交通

量の平準化を図るなど特別な対策

を考えているか伺いたい。 

 

 

 

 

どちらも環境基準を超えている

ので、できるだけ低減するような

努力をしていただきたい。 

（コメント） 

 

 収集車両の安全走行等に努め、騒

音の低減に努めていきたい。これに

ついては、事後調査で測定し、確認

していきたい。 

走行ルートについては、収集車両

に関しては世田谷区の収集範囲と

なっているので、超えるようなこと

があれば情報提供し、検討していき

たい。 

工事用車両については一組の所

掌範囲なので、工事業者と相談して

対応したい。 

 

４/14 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

水
循
環 

１ 

地表面流出量は変化がないとい

う表記になっているが、変化量と

して記載されていると思うが  

㎥/ｓという単位で正しいのか。 

また、流出量を増大しないとい

うことについて、緑化の基盤は現

状がきちんと保全される、あるい

は屋上緑化のような流出抑制施設

が同等以上に創出されると考えて

いいのか、そのような地表面の性

状を考慮したものかを伺いたい。 

 

流出量の変化では、単位対策量

として 600 ㎥/ha が定められてい

ると思うが、谷沢川上流域でもあ

り、浸透対策があった上での貯留

槽ではないかと思う。そのような

ところは世田谷区としっかり協議

していただきたい。 

道路及び建物に降った雨は雨水

利用槽に貯め、構内道路散水等に利

用して、極力表面流出水も利用する

よう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水の表面流出量は、世田谷区と

協議して進めていきたい。 

 

 

 

 

４/14 

部会に

て回答 

 

 

２ 

計画地は国分寺崖線の上にある

ので、雨水の貯留だけではなく、地

下水涵養という観点からも雨を有

効に浸透などに使ってもらいた

い。 

 検討したい。 ４/14 

部会に

て回答 

 

日
影 １  

等時間日影図で、敷地境界から

5m、10mラインについて大きい道路

に面している側は道路中央から

5m、10mラインが引かれ、また、5m

ラインの幅も違う個所もあるが、

そのような取扱い規定があるなら

ば、その規定を追記してもらいた

い。 

 

等時間日影図中の灰色の点線は

何の線か。 

 

承知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域の境の区分を示してい

る。 

 

【補足説明】 

5m ラインと 10m ラインの設定根

拠は、建築基準法第 56条の 2、施行

令第 135 条の 12 第 3 項によるもの

で、敷地が道路に接する場合、道路

幅の半分を外側として境界線とみ

なし、道路幅が 10m超の場合、反対

側の敷地境界を 5m ラインとみなす

ものとされている。これらは評価書

にも記載する。 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

 
 
 
 
 

２ 

 

煙突を含む等時間日影図では、

北西側の一部で 2.5 時間以上の日

影範囲が 5ｍラインの規制を満た

していないと思われる箇所があ

る。日影規制を満たさない部分が

生じることについて、隣接地所有

者等とは協議しているのか。 

 

 

 

 

煙突は工作物の扱いとなり、法的

には規制の対象外となる。基準適合

の判断は、煙突を含まない計画建築

物のみの等時間日影図での判断と

なる。 

なお、指摘の地点は準工業地域で

あり、5mラインでの規制は 4時間以

上の日影が対象となるので、煙突を

含む等時間日影図においても基準

は満たされている。 

11/18 

部会に

て回答 

景
観
・
そ
の
他
（
緑
化
計
画
） 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１ 

世田谷美術館は、この地域では

非常に著名な美術館であり、美術

館を含めた周辺景観ということ

で、世田谷美術館の建物を見た時

にどうかということが気になる。

美術館の建物を含めた景観がどう

なるのかという観点で、景観地点

を追加してもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の建物で影響がないことを

承知した。 

 

次回回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

 世田谷美術館を含めた景観につ

いて現地確認を行い、美術館越しに

見えるのは世田谷市場の建物だけ

で、煙突の一部以外工場建屋はほと

んど見えないことを確認した。 

建替え後についても現状と見え

方は変わらないと予測する。 

(写真参照) 

 

４/14 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画地の南側は「美術館通り」と

いう名前になっており、市民に

とって美術館への入口という意味

もある。設計施工の際は、そのアプ

ローチ性を考慮してもらえると良

いものになると思う。 

 

 

 

 

南側の景観については、なるべく

圧迫しないようなデザイン等を検

討していきたいと思っている。 

 形状に当たっては、世田谷区の風

景づくり条例に定める風景づくり

の基準に基づいた外観意匠とする

ことで、周囲の街並みと調和が取れ

た景観とするように計画している。 

12/18

部会に

て回答 

日
影 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

２ 

敷地の境界や道路回りなどで、

かなり高木の樹幹と思われる樹木

を伐採対象としている。景観の予

測として北東角及び南東角からの

予測が載っているが、敷地内の大

木が伐採対象となっていたら予測

が整合性を持っていないこととな

る。このような高木は保全される

という理解でよいか。 

 

極力の内容をできるだけ客観的

に示していただきたい。 

「緑化範囲が建物の圧迫を受け

ているのではない」との都民意見

があったが、どの樹木が除去対象

かなど緑地の質的にどの程度変わ

るのか、情報が不足していると

思っている。緑地の質として、基盤

がどのようにいじられるのか、そ

のあたりの質的な部分を、もう少

し情報を出してもらいたい。 

 樹木については、保存及び移植す

る樹木の選定にあたり、必要に応じ

樹木診断を行い、計画書を作成し、

極力保存、移植する方向でいる。 

 

 

 

 

 

 

 保存樹木に関しては、今後、計画

するにあたり、北西、北、南東にあ

る樹木については極力保存するこ

とを条件として計画を立てていき

たいと思っている。 

４/14 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

36ページの図は、基本的には樹

木を選定して保全対象としないと

の判断をし、「除去」と書いている

と思う。なので、その判断理由が分

かるような情報が必要ではないか

と思うので、36ページの図の、除

去する樹木の選定理由も併せて示

していただきたい。 

    

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

選定方法については、図の色付き

網掛け部分が伐採対象範囲となり、

その他の樹木は残す計画である。今

後も工事関係者と相談しながら、可

能な限り樹木を残す方向で進める。   

伐採が必要な理由は、工場の周囲に

ついては、大型重機の設置や廃棄

物・機器搬出入、安全確保のため必

要な範囲であり、北側は工事現場事

務所の設置、西側は既設タンク解体

や埋設配管の工事のために樹木の

伐採が必要となる。 

(資料参照) 

 

４/14 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 

景
観
・
そ
の
他
（
緑
化
計
画
） 
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４ 

 

 

除去対象範囲の根拠が不明確。 

変更届 58ページで「除去する樹

木」から「除去対象樹木」に変更さ

れているが、除去するという考え

方に受け止められる。これだけの

樹木を改変すると、景観に対する

影響もあり、その後の補植を含め

環境がだいぶ変わると思うが、眺

望、景観に変わりがないとする根

拠が不明瞭。 

本数についても記述がなく、樹

木に対する配慮について客観的な

根拠を示してもらいたい。また、今

回除去対象から除外した 3 本につ

いて、フォトモンタージュを変え

ないように選定したとのことだ

が、どのような樹木を保全対象と

するかなど、樹木の環境そのもの

を評価してもらいたい。 

数値的な説明がなかったと思う

ので、あらためて見直ししていた

だきたい。 

 

発注者として伐採樹木を減らす

ための設計要件は依頼していない

ということか。 

 

影響評価としては、最大影響を

見積り、どれだけ低減できるかと

いう議論を客観的に行うのがアセ

スであり、どのように選んで何本

該当し、残せるのはどれだけか示

していただきたい。できる限り値

化し予測評価等を行うべき。 

伐採樹木の廃棄物へのカウント

や、景観の変化が現状ベースとい

う妥当性も含め、問題として提起

する。 

 

 

 

 

 

 

影響や事後の代償について承知

した。緑化計画について、区の条例

に沿った緑化計画書に示される密

度で緑化を進める認識でよいか。 

 

 

除去対象範囲については、計画策

定に際しプラントメーカーからの

提案の中で伐採範囲として最大の

範囲を採用したもの。業者決定後に

樹木医の判断等を確認し、なるべく

残す方向で計画していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件としては「可能な限りで残す

ように」であり、あくまでこちらが

最大ということで計画している。 

 

数値化できるかも含め、改めて検

討する。 

 

【補足説明】 

サクラやケヤキなど準高木は約

250本あり、うち約 100本（40%）を

除却予定。サザンカやヤブツバキな

どは 1400 本中約 270 本（19%）、サ

ツキやツツジなど低木は 6500 本中

約 4200本（64%）の除却を想定して

いる。工事完了後の緑化について

は、アセスの趣旨を鑑み、可能な限

り緑化を推進していく方向で工事

業者と相談し、対応していく。工事

後も緑化を推進する方針で工事業

者と協議して対応する。 

 

 世田谷区の緑化計画に従って対

応していきたい。 

 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景
観
・
そ
の
他
（
緑
化
計
画
） 

項目 番号    指摘、質問事項           事業者の説明等      取扱い 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

４(

続
き)  

都民の意見にもあったとおり、

緩衝植栽としての機能が一時的に

でも低下し、その後、高木の生育に

時間を要すると思うので、きちん

と樹木密度を確保して補植しても

らいたい。また、樹種選定について

は、大気汚染物質に強い樹木を選

び、きちんと緩衝植栽の機能回復

をお願いしたい。 

(コメント) 

 

 

 

 

 

 

 

11/18 

部会に

てコメ

ント 

 

 

伐採樹木の範囲について、廃棄

物量の根拠とはならないので、記

載を削除するとのことだが、削除

するのであれば、面積的な情報、影

響範囲について具体的な数値とと

もに把握できる状態となったの

で、除却対象樹木の具体的な根拠

として、伐採樹木の概要を緑化計

画にまとめた形で記載するのが良

いと考える。 

 

面積について記載する方向で検

討する。 

11/18 

部会に

て回答 

 

５ 

緑化計画で追加的な緑化措置は

環境対策として重要で、例えば屋

上などは、太陽光パネル以外の屋

根面積があり、雨水の流出抑制も

できると思うので、緑化をちゃん

と取り入れた良い環境対策をして

もらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

前回、屋上の太陽光パネル以外の

部分を緑化して雨水流出を抑える

提案をいただいたが、本計画では、

雨水流出抑制とともに雨水の有効

活用も目指し、屋上に降った雨を貯

留し、ろ過処理後に雑用水として再

利用する方針である。 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 

６ 

伐採対象樹木が工事対象外のエ

リアにも存在し、特に緑地帯付近

は完了後も緑地帯のままにもかか

わらず伐採対象となっている。工

事関係者用のプレハブなど置く必

要あるため伐採されるのか、ある

いは古木などの理由で除去対象と

なっているのか。 

 

洗車棟などがあったりするので、

工事をした場合は、除去対象となっ

ている。 

また、材料置き場として使う計画

もあり伐採対象としているが、業者

が決まったらなるべく影響が少な

い方向で計画したい。 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

景
観
・
そ
の
他
（
緑
化
計
画
） 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

７ 

眺望地点からの景観調査 地点

①(計画地北東角交差点)の将来図

において、壁面がみどりに見える

部分があるが、これは壁面緑化を

表しているのか。 

ここは影のほうで、色彩の都合上

緑に見えるが、壁面緑化ではない。 

10/20 

部会に

て回答 

 

８ 

計画では北側にも樹木を植え緑

地となるが、樹木選定については、

日陰に強い種類を選んでいただき

たいが、検討はされているのか。 
北側の緑地計画においては、ぜ

ひ樹木の生育環境を考えた上で、

種類の選定、植える間隔、建物から

の距離なども考慮していただきた

い。 

 

樹種については今後工事業者が

決まってからになるが、その点を踏

まえて検討していきたい。 

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 

史
跡
・
文
化
財 

１ 

埋蔵文化財については、周辺に

遺跡がないため確認しないという

ことで事業を進めているが、周辺

開発の機会があまりなく、発見さ

れる状況がなかったという理解で

いる。 

このあたりは、高台に遺跡が多

く分布しており、工事の期間中に

出土する可能性が高いと考えてお

り、できれば試掘調査等の対応を

取るほうがいいのではと思ってい

るが、試掘調査についてどう考え

ているか。 

 

 十全な期間が取れる前提での回

答と受けてよいか。 

 

 

現工場を建てたときも出土はせ

ず、現在工場があるのでどうしても

掘れない状況でもあるので、出土し

たら適切に対応したいと思ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 区全体のごみ焼却に関係して

計画を立て、建て替えを行っている

ため、十分な期間が取れないという

現状がある。 

４/14 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存建物のため試掘が難しいこ

とは理解したが、期間も十分取れ

ないとの発言があった。期間が圧

縮されるような考えでは困るが、

発見時は適切に対応する方針で問

題ないか確認したい。 

 

きちんとした対応をされるとい

うことで承知した。 

 

出土した場合においては、適切に

対応したいと思っている。 

12/18

部会に

て回答 

景
観
・
そ
の
他
（
緑
化
計
画
） 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

２ 

地下構造に関する図面につい

て、既存建物と新規の建物でどう

変化するのか分かりづらい。どこ

の地下が掘削されていくのかとい

う部分をもう少し明示していただ

きたい。 

 

 既存建物と新規の建物で、地下

掘削の範囲が重ならない場所があ

るとしたら、そこは試掘を入れら

れる可能性があるが図面から判断

ができない。次回以降にお示しい

ただいた時点で、確認していきた

い。 

 

 

既存建物の断面図については 40、

41ページに記載があり、それを踏ま

えて、計画している工場がどのよう

な形になるか示す方向で検討した

い。 

 

 

検討してお答えしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

【補足回答】 

 本計画での掘削範囲は、現在の工

場を建設した際にＳＭＷを施工し

掘削した範囲内に収める計画であ

り、新たに文化財等が発掘されるこ

とは無いと考えるが、発見された場

合には、関係法令に基づき適切に対

応する。 

 

４/14 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/20 

部会に

て補足 

 

廃
棄
物 

１ 

変更届 149 ページに伐採樹木の

範囲が 4,490 ㎡と書かれており、

廃棄物としてカウントされる量だ

と思うが、どこにカウントされて

いるか不明。 

面積だけ挙げ、廃棄物にカウン

トしなくてよいのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

廃棄する樹木の量については、変

更届 148 ページの表 5.3.6-2(1)で

木くずとして計上している。 

廃棄物量は、最近建て替え工事を

した 4工場の事後調査報告書から排

出原単位を算出して予測しており、

木くずもこの表に含めて評価して

いる。実際の評価では排出原単位の

みを参考とし、伐採面積は廃棄物量

の根拠として使用していないため、

評価書からは伐採面積の記載を削

除する予定である。 

(資料参照) 
 

10/20 

部会に

て質問 

 

 

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 

 

 

史
跡
・
文
化
財 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

今回の計画で、ガス化溶融炉か

らストーカ炉に変更となるが、変

更により、温室効果ガスについて

どのくらい削減量を見込んでいる

のか。 

 

資料編では、焼却量を合わせて

あると思うが、この差分が効果と

考えてよいか。見込みで変更した

ときの削減でどの程度見込んでい

るか伺いたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
再計算結果の表については、後

日に確認ができるということでよ

いか。 

評価書案資料編 219ページに、

計画施設と既存施設の温室効果ガ

スの総排出量の比較を、参考とし

て載せている。 

 

 

資料編では焼却量を同一条件と

しているので、現状の焼却量を基

に再検討してお示しする。 

 

【補足説明】 

計画施設での計画ごみ量を焼却

した場合と既存施設との比較の再

計算結果を示す。 

計画施設と既存施設のごみ焼却

時の温室効果ガス排出量を比較し

た場合、焼却量が増えるため全体の

排 出 量 は 約 80,000t-CO2 か ら

190,000t-CO2に増加するが、電力使

用を伴う排出量については約

12,000 t-CO2から 10,000 t-CO2、都

市ガス使用を伴う排出量は約 1,600 

t-CO2から約400 t-CO2に、合計3,200 

t-CO2削減する予定となっている。 

ごみ 100ｔ当たりの排出量では、

既存炉の 108 t-CO2に対し計画施設

では 86.1 t-CO2となり、21.9 t-CO2
の削減となる。発電効率の向上も寄

与していると考える。なお、既存灰

溶融炉は停止中のため、灰溶融炉分

の温室効果ガスは含んでいない。 

清掃一組では、23区全体のごみを

処理しており、温室効果ガスの排出

も 23 区全体で見ている。計画施設

稼働により 23 区全体での排出量削

減が期待される。 

(資料参照) 

 

評価書の資料編には載せる予定で

ある。 

 

10/20 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

11/18 

部会に

て回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【訂正】 

11/18 補足説明について、都市ガ

ス使用を伴う CO２排出量及び CO２合

計削減量について訂正報告。 

（補足説明について一部修正） 

12/18

部会に

て訂正 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

２ 

エネルギー発生量にはごみ発電

が含まれることは分かったが、熱

利用について検討した記載はある

か。 

評価書案 34ページ、6.2.2.3エ

ネルギー計画に記載しており、施

設で使用するエネルギーは電力と

都市ガスで、熱量としては発電を

行うとともに、世田谷区立美術館

へ熱供給を行う予定である。 

 

11/18 

部会に

て回答 

そ
の
他
（
施
工
計
画
） 

    １ 

ダイオキシン類について、大気

中への飛散対策はされるとのこと

だが、解体工事時に、例えば雨水に

よる地下浸透など、水の観点から

の対策について伺いたい。 

 解体前に関係法令に準拠し、焼却

炉の洗浄を行い、ダイオキシン類が

外に漏れないよう作業を行う。 

10/20 

部会に

て回答 

 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

１ 

都民の意見にもあったが、そも

そも 600ｔの処理能力が必要であ

ることの説明が十分になされてい

ない。600tが必要なことをできる

だけ定量的、客観的に示していか

ないと理解は得られない。評価書

の段階で、しっかり説明いただき

たい。  

  

検討したい。 ４/14 

部会に

て回答 

 

２ 

太陽光発電について、計画値が

8.9 万 kWh/年とあるが、既に設置

しているのか、又は新たに設置し、

工場のエネルギーを全て賄うの

か。 

 

太陽光パネルはどこに設置する

のか。 

 
 

 今後事業者が決定して容量は決

まることとなるが、少なくともこの

容量は確保する。 

 

 

 

 事業者提案となるが、基本的には

工場屋上に設置する予定である。 

10/20 

部会に

て回答 

 



27 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

前回の回答の確認だが、太陽光

パネルは全部敷きつめるというこ

とだったと思うが、断面図で見る

とどの辺になるのか。 

 

 

 

 

気になったのは、太陽光パネル

に太陽光が当たって、それに対し

て反射光があってまぶしいとか、

そういった影響はないのかという

のを確認させていただきたい。 

断面図については、評価書案 25

ページ上側、東側断面図の約 140ｍ

と下に書いてあるその上の部分が

現段階では太陽光を載せる計画と

しているが、工事業者が決まって詳

細設計を行った後となる。 

 

 

工場の前南側は砧公園になって

おり、住民がほとんどいないところ

となっている。もし太陽光とかの反

射でまぶしいという意見があれば、

適切に対応していきたいと思う。 

12/18

部会に

て回答 

３ 

洗車棟からの排水は公共下水道

へ接続されるのか。 

 

 洗車棟排水は、工場棟の汚水処理

へ送り、処理してから排水される。 

10/20 

部会に

て回答 

 

２(

続
き) 

そ
の
他(

事
業
計
画) 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
見
解
書 

事
業
者
見
解
） 

１ 

都民意見の中で「プラスチック

を混焼していることから PFAS の

汚染が心配」とあるが、これは、可

燃ごみ中に製品プラスチックが一

緒に入って焼却されているのか。

また、敷地内に井戸があるのか。 

 

 

 

 

「プラスチックを混焼している

ことから PFASの汚染が心配」との

意見に対し、「評価対象となってい

ないから調査しない」との見解は、

都民の意見に正しく答えていない

と思える。また、土壌汚染について

の意見に対しても同様に基準にな

いとの見解となっていると思え

る。 

汚染が生じるようなおそれは構

造上ないといったような、真摯な

回答をしていただきたい。 

現時点の可能な範囲で安心安全

な計画であるということを説明し

たほうが良い。 

 

 

 

 

 

汚染が生じるとか、今後増えて

いくとは思わないが、過去に残っ

ているものが現状問題となってい

るので、今後適切に対応しつつ、清

掃工場から発生する排水等が地下

水を汚染するようなことのなく、

適切に処理をする、PFASについて

も今後の動向を見ながら適切に対

処するというような回答の仕方が

良いのではと考える。   

 

 

製品プラスチックについては、各

区で分別収集を開始しているが、清

掃工場に入ってくるものはある。

PFASが使われているものは少ない

と考えており、焼却に関して大きな

影響を与えるものとは考えていな

い。井戸については災害、非常用水

源として敷地内にあるが、飲料水と

しての使用は予定していない。 

 

関係法令に従って適切に測定し

て対応していきたいと思うが、基準

にないものについては判定基準も

ないので、難しいところもあること

も承知いただきたい。 

なお、プラント排水については全

て下水道放流で、直接地下に浸透す

ることはなく、住民の方が心配する

地下水のPFAS汚染について直接的

なものはないと考える。 

また、PFOS、PFOA、PFHｘSについて

は、現在、製造、輸入が原則禁止さ

れており、過去に製造されたPFOS等

がわずかに排ガス中に含まれる可

能性はあるが、基準値が設定されて

いないので、今後の動向等を踏まえ

ながら適切に対応していく形にな

ると考える。 

 

 

評価書作成に際して検討する。 

４/14 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
見
解
書 

事
業
者
見
解
） 

２ 

井戸水について PFOS、PFOAの検

査はしているか。 

 

 

井戸水をこれから一時的に使用

するのであれば、水質検査を行い、

その値も確認した上で使用したほ

うが良いと思う。 

検討していただきたい。 

現状はしていない。 

 

 

 

検討する。 

 

 

４/14 

部会に

て回答 
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「世田谷清掃工場建替事業」に係る環境影響評価書案について（案） 

 

第１ 審議経過 

本審議会では、令和６年 10 月 21 日に「世田谷清掃工場建替事業」環境影響評価

書案（以下「評価書案」という。）について諮問されて以降、部会における質疑及び

審議を重ね、都民及び事業段階関係区長の意見等を勘案して、その内容について検

討した。 

その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

本事業の評価書案における調査、予測及び評価は、おおむね「東京都環境影響評

価技術指針」に従って行われたものであると認められる。 

なお、環境影響評価書を作成するに当たっては、関係住民が一層理解しやすいも

のとなるよう努めるとともに、次に指摘する事項について留意すべきである。 

 

【大気汚染】 

世田谷清掃工場では、排ガス漏洩による建物内のダイオキシン類汚染が懸念され

ていることから、ダイオキシン類を含むばいじん等の事前除去方法について、周辺

住民への周知・説明を十分に行うとともに、既存建築物解体時における粉じん飛散

防止対策について徹底を図ること。 

 

  

資料２-２ 
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付 表  

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審  議  事  項 

審議会 令和 ６年 10 月 21 日 評価書案について諮問 

審議会 令和 ７年 １ 月 30 日 現地視察 

部 会 令和 ７年 4 月 14 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ７年 10 月 20 日 質疑及び審議 

公聴会 令和 7年 11 月 ５ 日 都民の意見を聴く会 

部 会 令和 7年 11 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 7年 12 月 18 日 質疑及び審議 

部 会 令和 ８年 １ 月 23 日 総括審議 

審議会 令和 ８年 １ 月   答申（予定） 

 

 

 


